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☆属地主義の原則と実施行為としての「生産」
（コメント配信システム事件知財高裁大合議判決）⑴

第１　はじめに
本稿では、15件目の知財高裁大合議判決である令

和５年５月26日判決を紹介する２。
本件では、ネットワーク関連発明の実施に関連し、

ネットワークを構成する一部であるサーバが日本国
外にある場合であっても、特２条３項１号の「生産」
に該当するかが争点となった。

原審（東京地判令４・３・24）は、被告各システム

は、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、
その技術的範囲に属するとしたが、属地主義の原則
を厳格に解し、同号の「生産」に該当するためには、
特許発明の全ての構成要件を満たす物が、日本国内
において新たに作り出されることが必要であり、被
控訴人（一審被告）らが被告各システムを日本国内
で「生産」したものとは認められない等とし、控訴
人（一審原告）の請求をいずれも棄却した。
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